
最
低
賃
金
の
お
知
ら
せ

道
内
で
事
業
を
営
む
使
用
者
お
よ
び
そ
の
事
業

場
で
働
く
全
て
の
労
働
者
（
臨
時
、
パ
ー
ト
タ

イ
ム
、
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
を
含
む
）
に
適
用
さ

れ
る
北
海
道
最
低
賃
金
は
、
次
の
と
お
り
改
定

と
な
り
ま
し
た

 

最
低
賃
金
額 

時
間
額
889
円

 

効
力
発
生
日 

10
月
1
日

I
苫
小
牧
労
働
基
準
監
督
署　

J
(88)
8
8
9
9　

市
工
業
・
雇
用
振
興
課　

J
(32)
6
4
3
2

冬
の
全
国
交
通
安
全
運
動

 

期
間 

11
月
13
日
㈯
〜
22
日
㈪

 

運
動
の
重
点 ●

高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止
●
凍

結
路
面
な
ど
の
ス
リ
ッ
プ
に
よ
る
交
通
事
故
防

止
●
飲
酒
運
転
の
根
絶

I
市
民
生
活
課　

J
(32)
6
2
8
7

狩
猟
期
間
中
に
お
け
る
道
有
林
へ
の

入
林
自
粛
に
つ
い
て

エ
ゾ
シ
カ
狩
猟
期
間
中
（
10
月
1
日
㈮
〜
3
月

31
日
㈭
）
は
、
多
く
の
狩
猟
者
が
道
有
林
へ
入

林
し
ま
す
。
狩
猟
に
伴
う
事
故
防
止
の
た
め
、

狩
猟
目
的
以
外
で
の
入
林
を
控
え
て
く
だ
さ
い
。

エ
ゾ
シ
カ
に
よ
る
森
林
な
ど
へ
の
被
害
を
低
減

す
る
た
め
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

I
北
海
道
森
林
環
境
局
道
有
林
課　

J
011 

(204) 

5

5 

1
9　

市
緑
地
公
園
課　

J
(32)
6
5
0
7

令
和
3
年
度
〜
令
和
6
年
度
競
争
入

札
参
加
資
格
審
査
申
請（
追
加
登
録
）

の
受
け
付
け
に
つ
い
て

市
が
行
う
契
約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
審

査
申
請
の
受
け
付
け

 

資
格
要
件 

市
税
、
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税

の
未
納
が
な
い　

①
建
設
工
事
＝
令
和
2
年
6

月
2
日
以
降
の
「
経
営
事
項
審
査
」
を
受
け
て

い
て
、
希
望
す
る
工
種
の
「
経
営
規
模
等
評
価

結
果
通
知
書
・
総
合
評
定
値
通
知
書
」
に
平
均

完
成
工
事
高
が
あ
る　

②
土
木
設
計
＝
建
設
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
登
録
を
受
け
て
い
る　

③
建

築
設
計
＝
1
級
ま
た
は
2
級
建
築
士
事
務
所
の

登
録
を
受
け
て
い
る　

④
測
量
＝
測
量
業
ま
た

は
補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
登
録
を
受
け
て
い

る　

⑤
地
質
調
査
＝
地
質
調
査
業
の
登
録
を
受

け
て
い
る　

⑥
設
備
設
計　

⑦
側
溝
清
掃　

⑧

物
品
納
入
そ
の
他
＝
法
令
の
規
定
に
よ
り
必
要

な
許
可
や
免
許
、
登
録
な
ど
を
受
け
て
い
る　

※
①
〜
⑤
は
、
令
和
3
年
12
月
1
日
現
在
で
、

申
請
を
希
望
す
る
業
種
の
許
可
ま
た
は
登
録
を

受
け
て
か
ら
引
き
続
き
1
年
以
上
そ
の
事
業
を

営
ん
で
い
る
こ
と　

⑥
〜
⑧
は
、
令
和
3
年
12

月
1
日
現
在
で
、
営
業
年
数
が
1
年
以
上
あ
る

こ
と　

②
〜
⑦
は
、
決
算
書
に
希
望
す
る
業
種

の
業
務
高
が
あ
る
こ
と

H
I
12
月
1
日
㈬
〜
13
日
㈪
に
契
約
課
（
HP
で

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
で
配
布
の
申
請
書
に
必
要

な
書
類
を
添
付
し
郵
送
（
消
印
有
効
・
簡
易
書

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
入
会
説
明
会　

A
11
月
2
日
㈫　

13
時
30
分
、
16
日
㈫　

9
時
30
分　

B
労
働
福
祉
セ
ン
タ
ー　

H
I
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー　

J
(35)
1
7
0
0

国は現行の計量法が施行された11月1日㈪を「計量記念日」、11月を「計
量強調月間」とし、計量制度の普及や社会全体の計量意識の向上を目指し
ています。計量や定期検査についての詳細はお問い合わせください

■ 計量とは
例えば、物の重さを量ることです。その量り方や、計
量器※そのものの基準がバラバラだと正しく計量する
ことができません
※質量計（体重計やスーパーマーケットなどのはか
りなど）、タクシーメーター、電気メーター、ガスメーター、水道メーター、
燃料油メーター（ガソリンスタンドなど）など

■ 検査が必要な計量器
計量法では、その計量器が正しい値を示すかどうかの検査に合格していな
いと、商売など「取引」や「証明」に使うことができません。検査に合格
した計量器には、検定証印などがつけられています。家庭で使用するヘル
スメーターやキッチンスケールなどは「家庭用計量器」となり、検査は不
要です

■ 正しい計量のために
　計量検査所では正しい値を示さない計量器によって、消
費者が不利益を被らないように、定期的に検査して、基準
から外れていないか確認しています。検査に合格した計量
器に「合格シール」を貼ります

I市民生活課　J(32)6306

11月1日㈪は計量記念日、
11月は計量強調月間です！

検定証印 基準適合証印 家庭用計量器

広報とまこまい  令和3（2021）年・11月 18

広告

　　　　J電話番号　Kファクス　MEメールアドレス
市役所のHPアドレス、住所、連絡先などは
30ページをご覧ください。


